
議案第６号 

   職員の給与の支給に関する規則の一部改正について 

 

  平成31年３月19日提出  岩手県人事委員会 委員長  熊谷 隆司 

 

第１ 趣旨 

   平成30年度第25回人事委員会定例会において議決した「職員の給与の支給

に関する規則の一部改正について」の内容に、扶養手当を不支給とする行政

職給料表９級以上に相当する他の給料表の適用を受ける職員でその職務の

級がこれに相当するものの規定を追加することについて、議決を求めようと

するものである。 

 

第２ 規則案の内容 

   扶養手当を不支給とする行政職給料表９級以上に相当する他の給料表の

適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものの規定を追加する

こと。（第９条の２関係） 

 

第３ 施行期日等（附則関係） 

平成31年４月１日から施行すること。 
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